　　　　　　　　　　「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明
　　　　　　　　　　による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

　被扶養者（認定対象者を含む。以下同じ。）の収入の条件は、年額130万円（公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は180万円、19歳以上23歳未満の配偶者以外の者は150万円。以下同じ。）未満ですが、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、一時的な業務量の増加（当該事業所の他の従業員が退職したことにより当該労働者の業務量が増加した等）によって一時的に収入が増加し、年収の見込みが130万円以上となる場合においても、事業主証明が提出され共済組合がその内容を認めた場合は、引き続き被扶養者認定を受けることができます。ただし、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続２回までが上限となります。なお、事業主の証明書を提出する場合は、雇用契約書等を併せて提出してください。

１　概要
　　被扶養者の収入確認に当たって、収入が基準額を超過する場合においても、通常提出する書類と併せて一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者の認定を図るものです。

２　一時的な収入変動の事情
　　主に時間外勤務（残業）手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、主なケースとしては以下のとおりとなります。
　（１）当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
　（２）当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
　（３）当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
　（４）突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
　　なお、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設させた場合等、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認めらません。

３　対象者
　　事業主と雇用関係にある既に認定されている被扶養者及び新たに認定を受けようとする者が対象となります。
　　なお、事業主と雇用関係にないフリーランスや自営業者等は対象となりませんが、フリーランス等としての収入の他、事業主からの給与収入の両方がある場合、事業主からの給与収入が一時的な収入変動により増加したことにより収入基準額を超過した場合は対象となります。
　　ただし、以下に当てはまる場合は対象外となります。
　（１）雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に１３０万円以上となることが明らかである場合
　（２）被扶養者が組合員と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が組合員の年間収入を上回る場合
　（３）被扶養者が組合員と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が組合員からの援助による収入額
を上回る場合
　（４）その他、組合員がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められない場合

４　対象期間等
　　対象期間については、当初、当面の措置として導入されましたが、令和７年度の見直しにより原則連続２回までの運用を含め恒久的な取扱いとなりました。
　　※「連続２回」とは、連続する２年間の各年における収入確認において事業主の証明を用いることが「連続２回」となります。

５　収入基準額
　　６０歳未満の者：年額１３０万円未満（月額108,334円未満、日額3,612円未満）
　　６０歳以上及び障害年金受給者：年額１８０万円未満（月額15万円未満、日額5,000円未満）
　　１９歳以上２３歳未満の者（配偶者を除く）：年額１５０万円未満（月額125,000円未満、日額4,167円未満）
　　※１９歳以上２３歳未満の年齢判定基準については、その年の１２月３１日時点の年齢で判定します。

６　事業主の証明
　　「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を新規被扶養者の認定時または実態調査時の添付書類として提出していただきます。その際には雇用契約書等、本来の年間収入の見込みが分かるものを併せてご提出ください。

７　注意点
　　この取扱いは「一時的な業務量の増加」であることが前提で、雇用契約などに基づき共済組合で判断を行います。認められるのは一時的な収入変動に限りますので、雇用契約書等を踏まえ、基本給や手当額が上がった場合、労働契約における所定労働時間・日数が増加した場合などは、証明書の提出があった場合でも被扶養者の認定を取り消すこととなりますのでご注意ください。
